
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
五
号

鉱
山
保
安
法
及
び
経
済
産
業
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
程
の

経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

鉱
山
保
安
法
及
び
経
済
産
業
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
四
号
）
附
則
第
四

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
鉱
山
保
安
法
及
び
経
済
産
業
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
程
の
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
保
安
規
程
の
届
出
期
限
延
長
の
承
認
申
請
）

第
一
条
　
鉱
山
保
安
法
及
び
経
済
産
業
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
規
程
の
届
出
の
期
限
を
延
長
す
る
た
め
の
経
済
産
業
大
臣
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

一
　
鉱
山
名

二
　
保
安
規
程
の
届
出
を
延
長
す
る
理
由

（
鉱
山
の
現
況
調
査
）

第
二
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
保
安
を
害
す
る
要
因
（
そ
の
評
価

を
含
む
。
）
と
す
る
。

一
　
掘
採
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
質
状
況

二
　
鉱
山
周
辺
の
状
況

三
　
鉱
山
の
現
況
調
査
の
実
施
体
制

四
　
現
行
の
保
安
管
理
体
制
及
び
構
成
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
の
範
囲
（
請
負
を
含
む
。
）

五
　
現
在
鉱
山
労
働
者
に
施
し
て
い
る
保
安
教
育
（
再
教
育
を
含
む
。
）
の
程
度
及
び
そ
の
方
法

六
　
鉱
山
に
お
け
る
災
害
の
対
応

七
　
現
在
実
施
し
て
い
る
保
安
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
の
内
容
及
び
体
制

八
　
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
第
三
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第

二
十
四
条
（
次
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

鉱
業
権
者
が
講
ず
べ
き
措
置
に
係
る
事
項
（
機
械
、
器
具
及
び
工
作
物
等
に
係
る
調
査
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら

が
故
障
、
破
損
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
通
常
の
使
用
が
で
き
な
い
場
合
を
含
む
。
）

九
　
海
洋
施
設
に
お
け
る
油
の
処
理

十
　
鉱
山
の
施
設
を
使
用
し
て
行
う
研
修
及
び
見
学

十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
鉱
山
に
お
け
る
保
安
を
害
す
る
事
項

２
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
調
査
の
結
果
の
記
録
は
、
二
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
調
査
の
結
果
の
記
録
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他

の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
作
成
し
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
の
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用

い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
等
の
経
由
）

第
三
条
　
鉱
業
権
者
が
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
保
安
規
程
の
届
出
又
は
同
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
保
安
規
程
の
届
出
期
限
の
延
長
の
承
認
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
鉱
山
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

鉱
山
保
安
監
督
部
長
（
鉱
山
保
安
監
督
部
の
支
部
長
又
は
鉱
山
保
安
監
督
署
長
（
石
炭
鉱
山
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
含
む
。
）
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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